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審議等の概要 

（午後１時開会） 

 

○会長 定刻になりましたので、ただ今から令和４年度第２回豊中市情報公開・個人情報保護

運営委員会を開催します。まず、事務局から本日の委員の出席状況を報告して下さい。 

 

○事務局 本日は、お忙しい中、運営委員会にご出席していただきまして、ありがとうござい

ます。本日は、恩地副会長、加賀委員、高橋委員、東委員、谷口委員が欠席と報告を受けてお

りますが、現時点で過半数の８名の委員の皆さまの出席をいただいておりますことで、豊中市

情報公開・個人情報保護運営委員会条例施行規則第２条第２項の規定に照らし、会議の開催要

件を満たしていることをご報告申し上げます。 

 

〇会長 事務局からの報告のとおり、定足数を満たしているということですので、会議を始め

ます。まず、事務局から本日の議事について説明をして下さい。 

 

〇事務局 それでは、本日の会議の予定について、ご説明申し上げます。お手元に配布してお

ります「会議次第」をご覧ください。本日の案件は、「豊中市個人情報保護制度の見直しに係る

答申案について」です。それでは、進行方よろしくお願いいたします。 

 

〇会長 ただ今、事務局から説明がありましたとおり、会議を進めてよろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

〇会長 では、諮問の案件です。「豊中市個人情報保護制度の見直しに係る答申案について」審

議したいと思います。それでは事務局より説明をお願いします。 

 

〇事務局 それでは、「豊中市個人情報保護制度の見直しに係る答申案について」ご説明いたし

ます。お手元に配付しております資料「個人情報保護制度の見直しについて（答申）」をご覧く

ださい。本案件につきましては、令和４年２月８日の全体会議において専門部会で審議するこ

とを決定し、専門部会において、改正法において条例で規定することが許容されている事項に

ついて審議し、本市がこれまで築き上げてきた豊中市の個人情報保護制度の水準が後退しない

よう慎重に審議を進めながら市のとるべき方向性について検討し、令和４年７月２５日開催の

全体会議において中間報告をさせていただきました。その後も引き続き専門部会において審議

し、答申案として取りまとめたものについて、皆さまからご意見をいただいて、答申とさせて

いただきたいと考えております。 

 それでは、諮問内容について「１．条例に記載すべき事項」から説明させていただきます。
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各項目の【説明】欄の概要を説明し、その後、【意見】の説明をさせていただきます。 

それでは、３ページの「（１）自己情報の開示に係る手数料について」をご覧ください。 

 手数料については、改正法において、できる限り利用しやすい額とするよう配慮した実費の

範囲内の額を条例で定めることとされておりますが、手数料の額を無料とし、実費のみを徴収

することも許容されております。現行、国においては、租税等の一般財源によって賄われるこ

とについて国民的合意がなされていないと考えられることを前提に、制度を利用しない者との

負担の公平を図る観点から、行政文書１件につき、３００円等を徴収しております。 

市においては、市民の利用を促進するための措置であり、手数料を無料とし実費のみを徴収

しております。 

 この案件について、専門部会において検討した結果の意見としましては、「自己情報の開示請

求等は、現在手数料を徴収しておらず、写し等の作成及び送付に要する費用について実費とし

て負担を求めている。このことは、手数料の負担により利用者の利便が制約されないよう取ら

れた措置であり、市民を代表する議会の議決を経て条例で規定されているものである。改正法

においてもできる限り利用しやすい額とする配慮が求められており、実費のみの徴収とするこ

とも許容されていることから、市は市民の理解を得ているこれまでの制度と同様に手数料を無

料、実費のみの徴収とすることが適当である。」としております。 

 ４ページの「（２）行政機関等匿名加工情報に係る手数料について」をご覧ください。 

 まず、行政機関等匿名加工情報とは、「１ 行政機関匿名加工情報」の①から⑤にある全ての

措置を講じることにより、行政機関等が保有する個人情報を特定の個人が識別することができ

ないように加工し、かつ、当該個人情報を復元できないようにした情報となります。 

 行政機関等匿名加工情報に係る手数料については、改正法において、条例で定めることによ

り、政令で定める額を参酌して政令で定める額の手数料を納めなければならないとされており

ます。しかしながら、国等での実績が少ないこと等から、政令市以外の市については、経過措

置が設けられており、当分の間、行政機関等匿名加工情報の提案募集の実施については任意と

なっております。 

この案件について、専門部会において検討した結果の意見としましては、「国での実績も少な

く、経過規定がある現状において、豊中市で改正法施行後速やかに行政機関等匿名加工情報の

提案募集等を実施する必要性が高いとまでは言えない。今後国等での提案募集実績等を踏ま

え、行政機関等匿名加工情報について取り扱う場合に、改めて手数料について検討することが

適当である。」としております。 

 ５ページの「（１）条例要配慮個人情報について」をご覧ください。 

 改正法において、条例要配慮個人情報とは、地方公共団体の機関が保有する要配慮個人情報

を除く個人情報のうち、地域の特性その他の事情に応じて、本人に対する不当な差別、偏見そ

の他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして条例で定める記述等

が含まれる個人情報をいうとされております。 

 条例要配慮個人情報を条例に規定することによる効果は、個人情報ファイル簿への記載並び
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に漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときに、当該事態が生じた旨の

国の委員会への報告及び本人への通知ですが、市の現行ルールで対応が可能です。また、法に

基づく規律を超えて地方公共団体による取得や提供等に関する固有のルールを付加すること、

個人情報取扱事業者等における取扱いに固有のルールを設けること等は許容されておりませ

ん。 

 この案件について、専門部会において検討した結果の意見としましては、「条例要配慮個人情

報を規定する地域的な特段の事情はないため、現時点においては、条例要配慮個人情報を規定

する必要はない」となっております。 

 ６ページの「（２）改正法第７５条第５項に規定する帳簿の作成等（１，０００人未満の個人

情報ファイル簿の作成等）について」をご覧ください。 

 改正法における個人情報ファイル簿とは別の帳簿については、改正法第７５条第５項におい

て、「地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、個人情報ファイル簿とは別の個人情

報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿を作成し、公表することを妨げるものではない」

とされております。なお、個人情報ファイル簿については、1，000人以上の個人情報ファイル

が作成対象となっております。 

 現行条例における個人情報ファイル設置届出書については、改正法が定める要件を満たすこ

とで、法が定める個人情報ファイル簿となりますが、現在作成している1，000人未満の個人情

報ファイル設置届出書については、改正法において作成対象外となっているため、作成の必要

がございません。 

 この案件について、専門部会において検討した結果の意見としましては、「改正法の対象外で

ある１，０００人未満の個人情報ファイル簿の作成に関して、今後も個人情報の把握の一元

化、市民参加の容易性の確保等のため、継続して作成することが適当である。」としておりま

す。 

 ８ページの「（３）自己情報開示等請求における不開示情報の範囲について」をご覧くださ

い。 

 自己情報開示等請求における不開示情報の範囲については、改正法第７８条第２項におい

て、市情報公開条例との整合性を確保するために不開示とする必要があるものとして条例で定

めるものについては、不開示とすることが許容されております。 

 市及び国の不開示情報の範囲の主な規定上の相違点としては、「公務員の氏名」と「法令秘等

に関する情報」となります。 

 この案件について、専門部会において検討した結果の意見としましては、「不開示情報につい

て、改正法の規定と現行条例、情報公開条例の規定に実質的な差異はなく、不開示情報がどの

規定に該当するかを実質的に判断することには変わりがないため、情報公開条例の規定により

開示とされている情報の除外を規定する必要はない。」としております。 

 １０ページの「（４）開示決定等の期限について」をご覧ください。 

 開示決定等の期限について、改正法においては、「請求があった日から３０日以内」、「正当な
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理由があるときは、３０日を限度として延長できる」とされております。しかしながら、条例

で規定することにより、これらの期限を短縮することが許容されております。 

現行条例においては、「請求があった日から起算して１５日以内」、「事務処理上の困難等の時

は６０日以内を限度として延長できる」とされております。また、市の開示請求に係る決定に

ついては、その多くが１５日以内に行われております。 

 この案件について、専門部会において検討した結果の意見としましては、「豊中市における直

近５年間の開示決定に係る決定は、開示請求等の趣旨を踏まえ、できるだけ早期の決定に心掛

け、その多くが開示請求があった日から起算して１５日以内に行われている。改正法におい

て、開示決定の期限を条例で規定することが許容されていることを踏まえ、現行条例の開示期

限と同等とすることが適当である。」としております。 

 １１ページの「（５）訂正請求等に係る開示請求前置について」をご覧ください。 

 訂正請求等の対象について、改正法第９０条等においては、「開示決定等を受けた保有個人情

報」と規定しておりますが、開示を受けていない保有個人情報を訂正請求等の対象とすること

について、改正法の趣旨を踏まえ訂正請求等の制度の運用に支障が生じない限りにおいて、条

例に規定することが許容されております。 

 現行条例においては、「他の法令等の規定により開示を受けた個人情報について当該他の法令

等に訂正の手続の定めがないときや、他の法令等の規定により閲覧・縦覧し、又は謄本・抄本

の交付を受けた場合も訂正請求等の対象」とするため、開示請求の手続きにより開示を受けた

保有個人情報であることを前提としておりません。しかしながら、開示を受けていない保有個

人情報に対して訂正請求等があった場合は、国の運用と実質変わりのない対応をしておりま

す。 

 この案件について、専門部会において検討した結果の意見としましては、「訂正請求等の制度

の安定的運用を図る観点から、開示を受けていない保有個人情報を訂正請求等の対象とする規

定を置く必要はない。」としております。 

 １２ページの「（６）苦情処理」をご覧ください。 

 苦情処理制度については、改正法第１２８条、第１６６条において、「行政機関の長等は、行

政機関等における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ

迅速な処理に努めなければならない。」、「地方公共団体は、地方公共団体の機関等による個人情

報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、必要な情報の

提供又は技術的な助言を求めることができる。」と規定されております。 

 現行条例においては、条例第５１条において、「何人も、実施機関における自己に関する個人

情報の取扱いについて苦情があるときは、当該実施機関に対してその苦情を申し出ることがで

きる。」と規定されております。 

 この案件について、専門部会において検討した結果の意見としましては、「苦情処理の対応に

ついては、改正法に明記されているため、条例に重複させて規定する必要はないが、これまで

と同等の対応ができるような仕組みを確保することが必要である。」としております。 
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 １３ページの「（７）市民の責務規定の必要性について」をご覧ください。 

 責務規定については、現行条例第４条に規定されております。 

改正法においては、第３条において、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り

扱われることに鑑み、その適正が図られなければならない。」と規定し、国民の個人情報の取り

扱いを含めた理念規定を設けております。また、改正法は個人の権利利益を保護する法律であ

るから、国が国民の責務を法定するのは必ずしも適切でないとされ、国民の責務は規定されて

おりません。 

この案件について、専門部会において検討した結果の意見としましては、「現行条例第４条に

規定する「市民の役割」の規定については、改正法第３条の理念規定に含まれると考えられ、

改正法において国民の義務が設けられていない理由を踏まえると法施行条例において別途市民

の責務規定を設けないのが適切である。」としております。 

 １４ページの「（８）改正法第１２９条における審議会の設置について」をご覧ください。 

 現行、市が運営委員会に諮問・報告している事項については、「情報公開・個人情報保護運営

委員会の諮問・報告事項について」の表のとおりとなります。 

 審議会については、改正法第１２９条において、「地方公共団体の機関は、条例で定めるとこ

ろにより、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特

に必要であると認めるときは、審議会その他の合議制の機関に諮問することができる。」とされ

ております。しかしながら、市がこれまで諮問していた本人外収集や目的外利用の適否の判断

について審議会等への諮問を行うことは、改正法の趣旨に反するとされております。 

 この案件について、専門部会において検討した結果の意見としましては、「現行の情報公開・

個人情報保護運営委員会の所掌事務である情報公開に関する重要事項の審議及び個人情報保護

に関する重要事項の審議については、改正法施行後についても引き続き所掌事務とし、個人情

報に関して、改正法第１２９条における審議会として位置付けることが適切である。また、特

定個人情報保護評価の第三者点検、苦情申出の取扱い及び存否応答拒否事案の報告について

は、専門的な知見を有する者に対し個別に意見を聴くこと等とし、これまでと同様の意見聴取

等の仕組みを確保することが適切である。」としております。 

 １６ページの「（１）死者の情報の開示について」をご覧ください。 

 改正法における個人情報の範囲に、死者に関する情報は含まれておりませんが、死者に関す

る情報が同時に遺族等の生存する個人を識別できる場合に限り、当該生存する個人を本人とす

る個人情報に該当し開示することができます。しかしながら、改正法に抵触しない程度で、個

人情報保護制度とは別の制度として、死者に関する情報の提供についての制度を設けることは

妨げられないとされております。 

 現行条例における個人情報の範囲には、死者に関する個人情報についても含まれておりま

す。また、死者には権利能力がないため、当該死者の個人情報が相続人等自身の自己情報とみ

なせる場合には、当該相続人等による開示請求等の対象として情報を提供しております。しか

しながら、市のこれまでの開示請求の実績等から判断すると、改正法施行後、遺族等の生存す
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る個人を識別できない場合が多数を占めることから、開示請求人の情報として開示することは

できないこととなります。 

 この案件について、専門部会において検討した結果の意見としましては、「これまで豊中市個

人情報保護条例に沿って相続人等に開示した死者の情報については、相続人等の権利利益の観

点から認められていた情報であることから、法改正後においても、個人情報保護制度とは別に

遺族等に対する死者に関する情報の提供に関する仕組みを設けることが望ましい。」としており

ます。 

 １７ページの「（２）出資法人が保有する個人情報の保護について」をご覧ください。 

 出資法人については、改正法第１６条第３項の規定により個人情報データベース等を事業の

用に供している場合には、改正法第４章の個人情報取扱事業者等に対する規律が適用されるた

め、条例において、市の個人情報の取扱いに係る改正法の規定を準用する等、改正法に規定す

る個人情報保護やデータ流通に直接影響を与えるような事項について独自の規定を置くことは

許容されておりません。 

 現行条例において、市の財政的支援等を受けている出資法人については、その公共性・公益

性から、個人情報の保護を推進することが必要不可欠であるため、条例第６１条第１項の規定

に基づき、市の条例の趣旨にのっとった内部規程を設けております。また、同条第２項の規定

に基づき、市は、出資法人に対してモデル要綱を示したり、個人情報の保護に関する研修等に

協力したり、個人情報保護制度の解釈・運用にあたっての助言・指導を行ったりしておりま

す。 

 この案件について、専門部会において検討した結果の意見としましては、「これまでの現行条

例と同様の規定を定めることは改正法の趣旨を踏まえ許容されないが、公共性・公益性から、

出資法人においても市と同等の個人情報の保護を推進することが必要不可欠である。今後にお

いても、豊中市との出資関係等に基づき、出資法人に対して現行条例と同等の必要な措置を講

じていくことが必要である。」としております。 

 １８ページの「（１）豊中市情報公開条例に基づく開示請求等において権利濫用の疑いのある

大量請求への対応について」をご覧ください。 

 市の情報公開請求の現状について、平成２８年度から令和２年度までの実績は、次の表のと

おりであり、この中で６０日を超えて延長しなければ処理ができない件数や特定の者による開

示請求等が増加傾向にあります。この特例延長を行った開示請求等の中には、対象となる文書

が大量であるもの、文書の特定に応じないもの、自分の目的の貫徹のために請求をしていたも

の、行政に対する嫌がらせを目的としていることが疑わしいもの、開示した文書をほとんど閲

覧していないように見受けられるもの等権利濫用が疑わしいものが含まれている状況でありま

す。そのため、手数料化、権利濫用等に関する解釈運用基準等を設けること等について検討す

るものです。 

 この案件について、専門部会において検討した結果の意見としましては、「手数料と開示決定

期間の規定に関しては、個人情報保護制度と情報公開制度は目的を異にする別の制度であり、
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手数料化が必ずしも権利濫用の抑止につながらないこと、情報公開制度の延長期間を変更する

個別事情等が存在しないことから、現時点では見直しを行う必要はないと考える。また、大量

文書の開示請求等を権利濫用の法理により却下することは慎重な判断が求められるが、権利濫

用の法理により開示請求を却下すべき事案について適切に対応することが必要である。近年の

判例等を踏まえ、権利濫用等の解釈運用基準等を設け、「開示請求権の適正利用」を進めること

が望ましい。」となっております。 

 事務局からの説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

〇部会長 ありがとうございます。ただ今、事務局から答申案の重要な点について説明があり

ましたが、この件について、委員の皆さんで何かご質問、ご意見等がありましたらお願いしま

す。 

 

（質問・意見なし） 

 

〇部会長 ご質問、ご意見等がなければ、今回諮問されました、「豊中市個人情報保護制度の見

直しに係る答申案について」については、『承認する』ということでよろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

〇部会長 ありがとうございます。以上で、本日予定している案件は終わりましたが、事務

局、ほかに何かありますか。  

 

〇事務局              （日程調整等） 

 

〇部会長 ありがとうございます。ほかになければ、これで、本日の会議を閉会したいと思い

ます。お疲れさまでした。 

 

（午後１時４０分閉会） 

 


